
広 報 ほ う じ ょ う 第150 号 昭和62年4月 m 
町 の 人 口 

（昭和62年3月31日） 

3,970(+1 ) 

4,399 (+ 1) 

8,369 (+ 2 ) 

世帯数 2,766 (+ 4 ) 

男

女

計
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4 月12日（日）は県知事●県議会議員 

4 月26日（日）は方城町議会議員 

の投票日です 

I 第1投票所 青年婦人研修所 

（第2投票所・・・方城中学校体育館 

投票時間 午前7時から午後6時まで 

投票所 

4
月
は
統
一
地
方
選
挙
で
す
。
み
ん
 

な
揃
っ
て
か
な
ら
ず
投
票
し
て
く
だ
さ
 

い。 
〇
 

県
知
事
と
県
議
会
議
員
の
投
票
日
 

は
4
月
 12
 

日
（
日
）
で
す
。
 

〇
 

町
議
会
議
員
の
投
票
日
は
4

月
 26
 

日
（
日
）
で
す
。
 

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
の
生
活
は
政
 

治
と
最
も
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
 

い
ま
す
。
 

選
挙
公
報
、
テ
レ
ビ
の
政
見
放
送
な
 

ど
を
よ
く
聞
い
て
、
真
の
私
た
ち
の
代
 

表
者
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
 

大
切
な
私
た
ち
の
一
票
で
す
。
か
な
 

ら
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
明
る
 

く
き
れ
い
な
選
挙
を
し
ま
し
ょ
う
。
 

＊
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
 

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度
（
郵
 

便
投
票
）
は
、
身
体
に
重
度
の
障
害
の
 

あ
る
方
が
今
住
ん
で
い
る
場
所
で
投
票
 

の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
郵
便
で
選
挙
権
 

（
投
票
）
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

制
度
で
す
。
 

郵
便
投
票
が
で
き
る
方
は
、
身
体
に
 

重
度
の
障
害
の
あ
る
方
で
、
 

「
身
体
障
 

害
者
手
帳
」
か
「
戦
傷
病
者
手
帳
」
の
 

交
付
を
受
け
て
お
り
、
障
害
の
程
度
が
 

次
の
と
お
り
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 

必
要
で
す
。
 

〔
身
体
障
害
者
〕
 

①
両
下
肢
又
は
体
幹
、
も
し
く
は
移
動
 

機
能
の
障
害
で
、
1
級
又
は
2

級
と
 

記
載
さ
れ
て
い
る
方
 

②
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
又
は
ぼ
う
 

こ
う
、
直
腸
の
障
害
で
1
級
又
は
3
 

級
と
記
載
さ
れ
て
い
る
方
 

〔
戦
傷
病
者
〕
 

①
両
下
肢
又
は
体
幹
の
障
害
で
特
別
項
 

症
又
は
第
1

項
症
、
も
し
く
は
第
2
 

項
症
と
記
載
さ
れ
て
い
る
方
 

②
心
臓
、
じ
ん
臓
又
は
呼
吸
器
の
障
害
 

で
特
別
項
症
、
第
1
項
症
、
第
2

項
 

症
、
第
3
項
症
の
い
ず
れ
か
が
記
載
 

さ
れ
て
い
る
方
 

〔
郵
便
投
票
に
は
証
明
書
が
必
要
〕
 

郵
便
投
票
を
す
る
に
は
、
郵
便
投
票
 

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
お
く
必
要
が
 

あ
り
ま
す
。
こ
の
証
明
書
の
交
付
を
受
 

け
る
に
は
、
本
人
が
自
ら
署
名
し
た
交
 

付
申
請
書
（
用
紙
は
選
管
に
あ
り
ま
す
）
 

に
身
障
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
を
添
え
 

て
選
管
に
申
請
し
ま
す
。
こ
の
申
請
が
 

あ
る
と
選
管
は
内
容
を
審
査
し
て
、
条
 

件
に
適
し
て
い
れ
ば
、
本
人
あ
て
に
郵
 

便
に
て
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
 

証
明
書
は
交
付
の
日
か
ら
4
年
間
有
効
 

で
す
。
 

な
お
、
申
請
は
郵
便
で
も
、
又
は
直
 

接
代
人
が
持
参
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
 

で
き
ま
す
。
 

〔
選
挙
の
と
き
の
投
票
方
法
〕
 

投
票
用
紙
、
投
票
用
封
筒
の
交
付
請
 

求
は
、
本
人
が
自
ら
署
名
し
た
請
求
書
 

（
選
管
に
あ
り
ま
す
）
に
郵
便
投
票
証
 

明
書
を
添
え
て
選
管
に
請
求
し
ま
す
。
 

選
管
は
請
求
が
あ
っ
た
ら
、
本
人
に
郵
 

便
で
投
票
用
紙
と
投
票
用
封
筒
を
交
付
 

し
ま
す
。
郵
便
で
交
付
を
受
け
る
と
直
 

ち
に
本
人
が
自
ら
投
票
用
紙
に
記
載
し
 

H
・
暴
力
追
放
は
皆
ん
な
の
手
で
H
・
「
小
さ
な
こ
と
で
も
一
一
〇
番
」
 



(3） 昭和62年4月 広報 ほ う じ ょ う 》つ よ
 

じ
 

》つ 第150 号 、 ］ 第150 号 昭和62年4月 》つ よ
 

じ
 

》つ ほ
 

広報 4
ュ 

投
票
用
内
封
筒
に
入
れ
、
さ
ら
に
投
票
用
 

外
封
筒
に
入
れ
、
そ
の
外
封
筒
に
必
要
 

な
事
項
を
記
載
し
（
投
票
者
氏
名
の
欄
 

は
本
人
が
必
ず
署
名
し
ま
す
）
必
ず
郵
 

便
に
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、
郵
便
投
票
の
請
求
は
投
票
日
 

の
4

月
前
の
午
後
5
時
ま
で
に
到
着
し
 

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に
 

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
 

福
岡
市
と
久
留
米
市
を
中
心
に
、
暴
 

力
団
組
員
に
よ
る
け
ん
銃
を
使
用
し
た
 

対
立
抗
争
事
件
が
続
発
し
、
市
民
の
平
 

穏
な
生
活
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。
 

警
察
で
は
総
力
を
挙
げ
て
暴
力
団
壊
 

滅
に
強
力
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
 

明るく住みよい社会へ 
みなさんのこ協力を！ 

〔
郵
便
投
票
証
明
書
の
更
新
〕
 

郵
便
投
票
証
明
書
の
有
効
期
間
（
交
 

付
の
日
か
ら
4
年
間
〕
が
満
了
す
る
と
、
 

そ
の
後
は
そ
の
証
明
書
に
よ
っ
て
郵
便
 

投
票
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
で
に
交
付
を
 

受
け
て
い
る
方
で
、
郵
便
投
票
を
さ
れ
 

る
方
は
、
交
付
年
月
日
を
よ
く
確
認
し
 

て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
が
切
れ
る
方
 

は
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
交
付
申
請
を
 

し
て
く
だ
さ
い
。
 

麟『『 

→L 

暴
力
団
は
皆
さ
ん
の
目
と
耳
を
恐
れ
 

て
い
ま
す
。
暴
力
団
に
関
し
て
「
見
た
 

こ
と
」
 

「
聞
い
た
こ
と
」
が
あ
れ
ば
、
 

ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。
情
報
を
 

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
 

※
 
通
報
は
匿
名
で
も
結
構
で
す
。
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※
暴
力
団
か
ら
被
害
 

を
受
け
た
人
を
知
 

り
ま
せ
ん
か
。
 

※
暴
力
団
の
出
入
り
 

が
多
い
場
所
（
秘
 

密
の
ア
ジ
ト
な
ど
 )

 

を
知
り
ま
せ
ん
か
。
 

※
暴
力
団
と
親
し
く
 

し
て
い
る
人
（
暴
 

力
団
の
支
援
者
な
 

ど
）
を
知
り
ま
せ
 

ん
か
。
 

※
暴
力
団
が
使
用
し
 

て
い
る
車
（
車
の
 

ナ
ン
バ
ー
な
ど
）
 

今
月
か
ら
国
民
年
金
の
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す
 

入
ー
ケ
月
 
七
、
四
〇
〇
円
に
V
 

国
民
年
金
の
保
険
料
が
、
来
月
分
か
 

ら
ー
ケ
月
に
つ
き
七
、
四
〇
〇
円
に
引
 

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
 

こ
れ
は
、
年
金
額
が
物
価
の
上
昇
に
 

応
じ
て
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
 

年
金
受
給
者
が
年
々
増
え
て
い
る
こ
と
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
ノ
J
 

国
民
年
金
の
手
続
は
お
す
み
で
す
か
？
 

新
し
い
年
金
制
度
で
は
、
二
十
歳
以
 

上
六
十
歳
未
満
の
方
は
、
だ
れ
も
が
国
 

民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
 

た
。
も
ち
ろ
ん
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
 

さ
ん
も
全
員
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
 

ま
せ
ん
。
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
の
う
ち
、
 

厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
加
入
者
に
扶
 

養
さ
れ
て
い
る
奥
さ
ん
（
被
扶
養
配
偶
 

者
）
は
、
第
3
号
被
保
険
者
と
し
て
国
 

民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
 

ま
す
。
 

第
3

号
被
保
険
者
と
し
て
取
り
扱
わ
 

れ
る
た
め
に
は
、
方
城
町
役
場
の
国
民
 

年
金
係
に
届
け
出
て
確
認
を
受
け
る
必
 

要
が
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
手
続
き
を
忘
れ
ま
す
と
、
将
来
、
 

年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
 

あ
り
ま
す
。
必
ず
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
 

・つ。 

を
知
り
ま
せ
ん
か
。
 

※
暴
力
団
か
ら
品
物
な
ど
を
預
か
っ
て
 

困
っ
て
い
る
人
を
知
り
ま
せ
ん
か
。
 

通

報

先

 

通
報
は
、
次
の
と
こ
ろ
へ
お
願
い
し
 

ま
す
。
匿
名
で
も
、
ま
た
投
書
で
も
結
 

構
で
す
。
あ
な
た
と
家
族
の
安
全
と
秘
 

密
は
警
察
が
絶
対
に
守
り
ま
す
。
 

〇
 

1
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〇
 
警
察
本
部
暴
力
団
壊
滅
総
合
対
策
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部
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福
岡
市
博
多
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〇
 

田
川
警
察
署
 

電
話
（
代
表
）
4
2
1
2
1
2
0
 

（
暴
追
ダ
イ
ヤ
ル
）
4
2
1
0
1
2
3
 

先
月
開
催
さ
れ
た
田
川
地
区
暴
力
絶
 

滅
取
り
組
み
会
議
に
お
い
て
、
暴
力
追
 

放
に
つ
い
て
、
種
々
の
協
議
が
行
な
わ
 

れ
ま
し
た
。
 

暴
力
を
憎
み
、
許
さ
ず
、
こ
れ
に
屈
 

し
な
い
、
暴
力
絶
滅
の
住
民
運
動
を
推
 

進
し
、
警
察
、
行
政
、
全
住
民
の
協
力
 

と
団
結
に
よ
っ
て
平
和
で
明
る
く
住
み
 

よ
い
ま
ち
の
実
現
を
は
か
る
た
め
努
力
 

す
る
こ
と
を
誓
い
あ
い
ま
し
た
。
 

<D
ー
ユ
う
D
ん
、
佳
」
と
右
子
【
首
」
ノ
、
亡
工
訓
D

へ
よ
A

打
】
ぐ
ノ
ー
、
ー
 

F
一 な

ど
か
ら
、
年
金
支
払
の
費
用
も
増
え
 

て
い
ま
す
。
こ
の
一
加
す
る
年
金
支
払
 

の
財
源
に
引
当
て
る
た
め
、
保
険
料
も
 

改
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
 

あ
な
た
が
納
め
る
国
民
年
金
の
保
険
 

料
は
、
あ
な
た
の
将
来
の
年
金
権
を
確
 

保
す
る
う
え
で
大
事
な
こ
と
で
す
。
 

も
し
も
、
保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
り
 

し
た
場
合
に
は
、
年
金
が
受
け
ら
れ
な
 

く
な
っ
た
り
、
年
金
額
が
減
額
さ
れ
る
 

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
な
た
の
お
子
さ
 

ん
や
お
孫
さ
ん
た
ち
後
世
代
の
負
担
を
 

大
き
く
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

国
民
年
金
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
、
 

あ
な
た
も
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
 

に
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
 

世界保健デー（4月7日） 

ま
た
、
市
町
村
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
 

化
、
昨
年
 12
 

月
よ
り
当
町
に
も
「
警
察
 

官
立
寄
所
」
を
設
置
、
派
出
所
、
パ
ト
 

ロ
ー
ル
カ
ー
が
、
 
一
日
数
回
立
寄
り
、
 

異
常
の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。
 

町
政
施
行
三
十
周
年
記
念
 

桜

の

苗

木

を

植

え

る

 

町

業

者

組

合

が

寄

贈

 

方
城
町
の
町
制
が
施
行
さ
れ
、
今
年
で
三
十
 

周
年
を
迎
え
ま
す
。
 

町
請
負
業
者
組
合
で
は
こ
れ
を
記
念
し
て
、
 

桜
の
苗
木
を
方
城
町
に
寄
贈
し
ま
し
た
。
 

町
で
は
各
常
会
に
、
桜
の
植
樹
の
ス
ペ
ー
ス
 

及
び
希
望
本
数
を
図
っ
た
と
こ
ろ
、
町
全
体
で
 

千
本
の
桜
の
苗
木
の
申
し
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
 

三
月
末
に
は
す
べ
て
の
希
望
地
へ
の
桜
の
苗
 

木
の
植
え
こ
み
は
完
了
し
ま
し
た
。
 

数
年
後
、
数
十
年
後
の
桜
の
開
花
時
期
に
は
 

き
っ
と
す
ば
ら
し
い
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
で
 

し
ょ
・
つ
。
 



( ） 昭和62年4月 広 報 第150 号 昭和62年4月 広 報 ほ う じ ょ う （4) 》つ よ
 

じ
 

●つ ほ
 

第150 号 》つ よ
 

じ
 

》つ ほ
 

入
美
術
部
活
動
の
成
果
V
 

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
で
 

県
一
位
、
ニ
位
入
賞
 

昭
和
六
十
一
年
度
、
福
岡
県
交
通
安
 

そ
の
他
美
術
部
活
動
で
各
種
応
募
し
 

全
ポ
ス
タ
ー
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
が
行
わ
 

れ
、
方
城
中
学
校
一
年
、
池
本
治
穂
さ
 

ん
の
作
品
が
、
県
一
位
に
、
三
年
植
高
 

こ
ず
え
さ
ん
が
二
位
に
入
賞
し
ま
し
た
。
 

ま
し
た
が
、
入
賞
者
は
次
の
通
り
で
す
。
 

〇
 

む
し
歯
予
防
ポ
ス
タ
ー
（
田
川
地
 

区
に
て
）
 

一
位
 

一
年
 

林
 
真
由
美
 

ガ 

二
年
 

水
上
 
史
恵
 

二
位
 

一
年
 

長
谷
川
由
佳
子
 

二
年
 

原
 

亜
弥
 

三
位
 

一
年
 

宮
崎
 
葉
子
 

ク 

二
年
 

藤
浦
 
憲
子
 

入
選
 

一
年
 

池
本
 
治
穂
 

〇
愛
鳥
週
間
ポ
ス
タ
ー
（
県
下
 

に
て
）
 

優
秀
賞
 

一
年
 

林
 
真
由
美
 

（
県
代
表
全
国
大
会
へ
）
 

地
区
懇
談
会
へ
の
こ
参
加
 

あ
り
が
と
ー
つ
こ
ざ
い
ま
し
た
 

昭
和
 61
 

年
度
の
同
和
教
育
地
区
懇
談
 

礼
ま
で
。
 

会
は
、
3
月
 20
 

日
を
も
っ
て
全
常
会
終
 

了
い
た
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
2

月
、
 

3
月
と
実
に
寒
い
時
季
に
も
か
か
わ
ら
 

ず
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
、
と
 

ど
こ
お
り
な
く
実
施
で
き
、
約
6
8
4
 

名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
 

申
し
上
げ
ま
す
。
 

現
在
、
ま
と
め
作
業
に
入
っ
て
い
ま
 

す
。
後
日
、
何
ら
か
の
形
で
ご
報
告
で
 

き
る
と
思
い
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
お
 

雄道路交通法の要点う 
昭和62年 
4 月1日から施行 

●罰金・反則金の引上げ ●違法駐車対策 ●反則通告制度の適用範囲の拡大など 

噌 違法駐車車両には違法駐車標章（ステッ力一）が 
’貼られます0 

③現場に運転者等がいない違法駐車車両には、警察官が移 

動の措置をとるようにとのステッカーを貼りつけます。 

●ステッカーを貼られたときは、運転者はもちろん、車の 

所有者、使用者は 

直ちに車両を移動させ、移動させたことを速や 

かに警察官に申し出なければなりません。 

●貼られたステッカーは警察官が取り除きます。 

勝手に 

●取り除き 

. 

. 

昭
和
 61
 

年
度
 
同
和
問
題
地
域
啓
発
 

。
フ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
 

声 喬 
夢ラ三ご 

．、n I 、グ‘ 

参藁報零i 

優
秀
賞
 

一
年
 

宮
崎
 
葉
子
 

二
年
 

原
 

亜
弥
 

佳
作
 

一
年
 

原
 

幹
治
 

ガ 

二
年
 

藤
浦
 
憲
子
 

〇
田
川
郡
民
体
育
大
会
ポ
ス
タ
ー
 

優
秀
賞
 

一
年
 

林
 
真
由
美
 

ガ
 

ー
年
 

ク 

一
年
 

一一年 

一一年 

一一年 

宮
崎
 

池
本
 

水
上
 

藤
浦
 

原
 

葉
子
 

治
穂
 

史
恵
 

憲
子
 

亜
弥
 

〇
 

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
 

県
一
位
 

一
年
 

池
本
 
治
穂
 

県
二
位
 

三
年
 

植
高
こ
ず
え
 

田
川
地
区
に
て
 

一
位
 

一
年
 

池
本
 
治
穂
 

ガ 

三
年
 

植
高
こ
ず
え
 

二
位
 

一
年
 

林
 
真
由
美
 

ク 

ー
年
 

宮
崎
 
葉
子
 

ガ 

二
年
 

水
上
 
史
恵
 

二
位
 

二
年
 

藤
浦
 

憲
子
 

ク 

三
年
 

鈴
木
 
篤
史
 

ガ 

三
年
 
芳
野
 
律
子
 

三
位
 

一
年
 

原
 

幹
治
 

一
年
 

長
谷
川
由
佳
子
 

三
年
 
東
山
 
英
樹
 

〇
 
納
税
ポ
ス
タ
ー
（
田
川
地
区
）
 

優
秀
賞
一
年
 
林
 
真
由
美
 

一
年
 

宮
崎
 
葉
子
 

一一年 

水
上
 
史
恵
 

〇
防
火
ポ
ス
タ
ー
（
田
川
地
区
に
て
）
 

優
秀
賞
一
年
 
林
 
真
由
美
 

一
年
 

宮
崎
 
葉
子
 

一一年 

水
上
 

史
恵
 

良
 

一
年
 

長
谷
川
由
佳
子
 

ク 

一一年 

藤
浦
 
憲
子
 

ガ 

二
年
 

長
川
 

元
子
 

佳
作
 

一
年
 

池
本
 
治
穂
 

〇
健
康
に
関
す
る
図
画
（
県
下
に
て
）
 

優
秀
賞
二
年
 
長
川
 

元
子
 

正
し
い
交
通
ル
ー
ル
の
指
導
を
受
け
る
 

町
立
保
育
所
5

才
児
 

方
城
町
立
保
育
所
で
は
、
昭
和
 62
 

年
 

3
月
4

日
、
中
央
保
育
所
に
お
い
て
、
 

交
通
安
全
に
つ
い
て
の
指
導
を
受
け
ま
 

し
た
。
 

こ
の
日
、
中
央
保
育
所
に
集
っ
た
各
 

町
立
保
育
所
4

園
の
5

才
児
た
ち
は
、
 

消
防
防
火
服
を
 

購
 

入
 

昭
和
 61
 

年
度
石
油
貯
蔵
施
設
立
地
対
 

策
交
付
金
に
よ
り
、
消
防
防
火
服
 17
 

着
 

を
購
入
し
ま
し
た
。
 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
防
火
服
、
長
靴
で
、
 

一
揃
い
で
す
。
耐
火
用
に
作
ら
れ
て
い
 

ま
す
の
で
、
火
勢
の
強
い
火
災
現
場
で
 

は
特
に
有
効
で
す
。
 

早
速
、
方
城
町
消
防
団
各
分
団
に
配
 

布
す
る
予
定
で
す
。
 

お
互
じ
C
入
権
を
葛
重
し
、
差
別
の
な
い
町
づ
く
り
を
 

した場合は 損

損

 

破

汚

 

2万円以下の罰金又は科料に処せられます。 

2 罰金及び反則金が約2 倍に引き上げられ、行政処分 
点数も一部変更されます〇 

③昭禾ロ35年に道路交通法が制定されて以来、一部を除いて改正されていない罰金と昭和娼年以 

来据えおかれている反則金を引き上げ、違反行為の防止を図ろうというものです。 

（罰金の額） （単位 千円） 

罰条 

115 

交通違反の種類 

信号機操査等 

罰金の上限額 罰条 交通違反の種類 罰金の上限 

200 119の2 

116 

117 

117の2 

117の3 

建造物損壊 

ひき逃げ 

酒酔い、薬物、過労運転等 

あて逃げ、免許不正取得等 

指定車両移動保管機関役職員等の 
秘密漏せつ等 

118 

119 

無免許、共同危険行為、最高速度 
違反等 

酒気帯び、警察官の指示に従わな 
い者、危険防止の措置等 

しゃ断踏切立入り等 

信号無視、通行区分違反、 
整備不良車両等 

信号無視、通行禁止違反、 
一時不停止、整備不良車両等 

1 00 

1 00 

1 

50 

00 

120 

121 

駐停車違反 1 00 

警察官の交通規制に従わない者、 
妨害の禁止、禁止行為等 

定員外乗車 

警音器吹鳴義務違反 

路線バス等優先通行帯の違反 

免許証記載事項変更の違反等 

交差点右左折方法の違反等 

免許証不携帯等 

初心運転者標識表示義務の違反 

駐車違反標章の破損等 

50 

20 

小
学
校
へ
の
新
入
学
に
そ
な
え
、
田
川
 

警
察
署
交
通
課
の
婦
人
警
官
3
名
に
よ
 

り
、
横
断
歩
道
の
渡
り
方
、
信
号
機
の
 

見
方
な
ど
、
子
ど
も
の
興
味
を
ひ
き
な
 

が
ら
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
を
学
び
ま
し
 

た。 
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じ
 

》つ ほ
 

事

件

・

事

故

 

見
た
ら
、
聞
い
た
ら
一
一
〇
番
 

県
内
の
一
一
〇
番
通
報
利
用
件
数
は
 

年
間
四
十
六
万
件
に
も
達
し
、
こ
の
中
 

に
は
不
急
の
各
種
問
い
合
わ
せ
が
要
望
 

相
談
、
さ
ら
に
は
い
た
ず
ら
電
話
な
ど
 

が
多
数
を
占
め
、
寸
刻
を
争
う
犯
人
逮
 

捕
や
、
被
害
者
、
病
人
等
の
救
護
に
大
 

き
な
支
障
を
来
た
し
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
電
話
機
の
種
類
に
よ
っ
て
、
 

か
け
方
が
異
っ
た
り
、
操
作
の
間
違
い
 

に
よ
っ
て
あ
な
た
の
声
が
、
警
察
官
に
 

聞
こ
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

皆
さ
ん
と
警
察
を
結
ぶ
伴
と
し
て
定
 

着
し
て
い
る
一
一
〇
番
、
皆
さ
ん
の
ご
 

理
解
と
適
正
な
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

〇
 

一
一
〇
番
は
事
件
、
事
故
を
す
ば
 

や
く
通
報
す
る
た
め
の
専
用
電
話
番
 

号
で
す
。
 

〇
 

急
が
な
い
相
談
や
問
い
合
わ
せ
は
 

近
く
の
警
察
や
、
派
出
所
へ
電
話
し
 

ま
し
ょ
・
つ
。
 

△
警
察
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
次
の
と
こ
 

ろ
に
V
 

〇
 
覚
せ
い
剤
の
相
談
は
、
 

2
)
6
4
1

・
4
4
4
4
 

(

0

9

 

〇
 

サ
ラ
金
の
相
談
は
、
 
（
0
9
2

) 

(
b
n
ノ〕n
ノし 

● 
0

"
I
O

!hU 

〇
 

運
転
免
許
の
手
続
は
、
 

4
8

)

 

8
2

・

 

3
1
3
1
 

〇
 
交
通
事
故
の
相
談
は
、
 

2

)

 

6
2
2

・

 

0
4
0
3
 

〇
 
道
路
交
通
の
情
報
は
 
、
 

3
)
5
8
2

・
1
3
3
1
 

第
一
回
親
子
綱
引
き
大
会
開
催
 

親

子

の

ス

キ

ン

シ

ッ

プ

を

図

る

 

3
月
8

日
（
日
）
午
前
8
時
 30
 

分、 

町
民
体
育
館
に
 12
 

チ
ー
ム
、
1
6
5
名
 

の
親
子
が
参
加
、
第
1

回
親
子
綱
引
き
 

大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
 

熱
気
ム
ン
ム
ン
の
体
育
館
で
、
親
子
 

の
ふ
れ
あ
い
を
は
だ
で
感
じ
な
が
ら
、
 

一
生
懸
命
に
綱
引
き
に
汗
を
流
し
ま
し
 

た。 こ
の
親
子
綱
引
き
大
会
は
、
親
子
の
 

ふ
れ
あ
い
、
相
互
の
親
睦
を
図
ろ
う
、
 

(

 

0
9
 

(

0

9

 

(

0

9

 

と
い
う
趣
旨
の
も
と
に
、
方
城
町
子
ど
 

も
会
育
成
連
絡
協
議
会
が
主
催
し
て
開
 

催
さ
れ
た
も
の
で
す
。
 

チ
ー
ム
の
編
成
は
、
お
父
さ
ん
2
名
 

お
母
さ
ん
2
名
、
小
学
生
7

名
計
 11
 

名
 

で
す
。
 

（
そ
の
他
監
督
1
名
、
交
代
選
 

手
4
名） 

成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

優
勝
 

上
弁
城
 

準
優
勝
 
春
田
 

昭
和
 62 

年
度
 

下
田
川
老
人
大
学
講
座
募
集
要
領
 

L
 

募
集
対
象
及
び
人
数
 

m
 
対
象
者
 
下
田
川
地
区
在
住
で
 

自
主
的
な
学
習
意
欲
を
も
つ
 60
 

歳
以
 

上
の
高
令
者
（
金
田
、
糸
田
、
方
城
、
 

赤
池
）
 

回
 
募
集
人
員
 
1
0
0

名
 

2
 

学
習
期
間
 

5
月
 21
 

日
（
木
）
、
 

11
 

月
 12
 

日
（
木
）
 
21
 

回
、
た
だ
し
8
月
 

は
夏
休
み
と
す
る
。
 

（
研
修
旅
行
含
め
 

22
 

日
間
）
 

3
 

開
設
場
所
 
金
田
町
総
合
会
館
 

（
電
話
 

0
 

番） 

9
4
7
、
 22
 

5
2
2
0
0
 

4
 

申
込
方
法
及
び
問
い
合
わ
せ
先
 

受
講
希
望
者
は
、
別
紙
申
込
書
に
よ
 

り
所
定
の
事
項
を
記
入
の
上
、
左
記
事
 

火
鉢
型
石
油
コ
ン
口
に
よ
る
 

火

災

の

防

止

に

つ

い

て

 

昨
年
、
火
鉢
型
石
油
コ
ン
ロ
の
空
だ
 

き
に
よ
る
火
災
が
各
地
で
続
発
し
、
新
 

聞
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、
 
一
般
家
庭
 

に
お
い
て
暖
房
機
器
等
を
長
時
間
に
わ
 

た
り
使
用
す
る
シ
ー
ズ
ン
も
間
も
な
く
 

終
り
ま
す
が
、
今
後
も
同
型
の
器
具
に
 

よ
る
火
災
が
発
生
す
る
恐
れ
も
あ
る
と
 

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
メ
ー
カ
ー
で
 

事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
燃
料
 

筒
の
放
熱
ネ
ッ
ト
に
、
ス
ス
が
つ
ま
り
 

に
く
く
な
る
よ
う
に
改
良
を
加
え
た
も
 

の
に
無
料
交
換
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

次
の
器
具
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
 

早
急
に
、
メ
ー
カ
ー
に
連
絡
し
て
く
だ
 

さ
い
。
 

一
、
該
当
燃
焼
器
具
 

株
式
会
社
内
田
製
作
所
製
の
コ
ロ
ナ
 

石
油
火
鉢
（
サ
ロ
ン
ヒ
ー
タ
ー
）
で
昭
 

和
 55
 

年
以
前
に
製
造
さ
れ
た
次
の
形
式
 

の
も
の
で
す
。
 

m
s
H
~
B
型
 

②
s
H
~
c
型
 

⑧
s
H
D

型
 

固
s
H
~
c
A

型
 

⑤
s
H
~
D
A

型
 

⑥
s
H
1
2
D

型
 

⑨
s
H
1
2
D
K

型
 

⑧
s
H
1
2
D
 

A
型
、
3
D
A
型
 

⑨
s
H
1
2
K

型
 

3
K
型
 

⑩
s
H
1
2
K
A
型
 

⑩
s
H
2
K
B
型
、
3
K
B

型
 

回
s
H
型
 

二
、
放
熱
ネ
ッ
ト
交
換
連
絡
先
 

株
式
会
社
内
田
製
作
所
 
電
話
 

2
5
5
1
 35
 

1

8

5

0

 

売
K
K
福
岡
支
店
 

電
話
 
八
U
n
]v

つレ‘ー 

ォ
●
［
I
 

ー
 

にJ

[I

[I

'1 

0
 

5
 

コ
ロ
ナ
販
 

4
ュ 

！
曹
！
‘
"
'
‘
曹
！
，
一
s
,
s
'g
!
s
．
‘
曹
‘
"
s
‘》s
‘
§
‘
い
s
！
ー
 

ミ
●
雄
‘
【
s
●
s
‘
ミ
‘
s
‘
毎
‘
ミ
●
一
 

3
位
 
迫
 

4
位
 
後
谷
 

5
位
 
山
ノ
手
 

6
位
 
矢
久
保
 

、

ノ

ノ

 

務
局
ま
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
持
 

参
ま
た
は
、
郵
送
）
 

●
 

下
田
川
老
人
大
学
事
務
局
 
〒
8
 

n
ノ
し
 

〔

ノ

〕

ー

 

12
 

金
田
町
大
字
金
田
1
1
5
 

3
の
1
 

金
田
町
総
合
会
館
 

5
 

申
込
書
は
方
城
町
中
央
公
民
館
に
 

あ
り
ま
す
。
 

6
 

受
講
の
決
定
及
び
通
知
 

申
込
締
切
は
、
5
月
9

日
ま
で
と
し
 

定
員
に
な
り
し
だ
い
締
切
り
ま
す
。
 

自

衛

官

 

(2
等
陸
、
海
空
士
）
 

募
集
中
ク
 

●
 

資
格
 

18
 

才
、
 25
 

才
未
満
 

●
 

受
付
 
年
間
を
通
じ
て
実
施
し
て
 

お
り
ま
す
。
 

●
 

試
験
日
時
 
受
付
け
時
に
通
知
し
 

ま
す
。
 

詳
し
い
こ
と
は
、
 

飯
塚
市
横
田
8
2
0
 

自
衛
隊
福
岡
 

地
方
連
絡
部
 
飯
塚
募
集
事
務
所
 

電
話
 

0
9
4
8
、
 22
 

、
4
8
4
7

に
 

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
発
行
 


